
　請求人の再審査請求の趣旨は、令和◯
年◯月◯日付けでされた利害関係人の平
成◯年９月１日から厚年法上の標準報酬
月額を◯◯万円と決定する処分の取消し
を求めるということである。

４　令和２年（厚）第１０２号事件
　請求人の再審査請求の趣旨は、令和◯
年◯月◯日付けでされた利害関係人の厚
年法上の被保険者資格を平成◯年◯月◯
日に喪失したことを確認する処分の取消
しを求めるということである。

第２　事案の概要
　本件は、保険者が、利害関係人が本件事
業所において厚年法上の被保険者資格を有
するとした処分等をしたところ、請求人が
同処分等を不服として、標記の社会保険審
査官に対する審査請求を経て、当審査会に
対して再審査請求をした事案である。
　頭書各事件の再審査請求に至る経緯は以
下のとおりである。
１　利害関係人は、平成◯年◯月◯日（受

付）、日本年金機構（以下「機構」とい
う。）に対して、平成◯年◯月◯日から平
成◯年◯月◯日までの期間について、本
件事業所において、健康保険法（以下「健
保法」という。）及び厚年法上の被保険者
資格を有していたことの確認の請求をし
た。

２　機構は、平成◯年◯月◯日付けで、利
害関係人が本件事業所において被保険者
資格を有する者であると認め、次の各処
分をした。
⑴　利害関係人が健保法上の被保険者資

格を、平成◯年◯月◯日に取得したこ
とを確認する処分（以下「原処分①」
という。）

⑵　利害関係人が厚年法上の被保険者資
格を、平成◯年◯月◯日に取得したこ
とを確認する処分（以下「原処分②」
という。）

⑶　利害関係人の平成◯年◯月◯日から
の健保法上の標準報酬月額を◯◯万円
と決定する処分（以下「原処分③」と
いう。）

⑷　利害関係人の平成◯年◯月◯日から

令和元年（厚）第９７２号
令和２年（厚）第８２号
令和２年（厚）第９２号
令和２年（厚）第１０２号

令和３年３月３１日

主文
１　令和元年（厚）第９７２号事件の再審

査請求を棄却する。
２　令和２年（厚）第８２号事件について、

標準報酬月額を◯◯万円とする処分に対
する再審査請求を棄却し、その余の部分
は却下する。

３　令和２年（厚）第９２号事件の再審査
請求を却下する。

４　令和２年（厚）第１０２号事件の再審
査請求を却下する。

事実
第１　再審査請求の趣旨

１　令和元年（厚）第９７２号事件
　再審査請求人（以下「請求人」とい
う。）の再審査請求の趣旨は、平成◯年◯
月◯日付けでされた資格取得年月日を平
成◯年◯月◯日として、Ａ（以下「利害
関係人」という。）が請求人の適用事業所

（以下「本件事業所」という。）に使用さ
れる者として厚生年金保険法（以下「厚
年法」という。）上の被保険者資格（以
下、単に「被保険者資格」という。）を有
していることの確認をした処分、並びに
これに付帯する標準報酬月額を決定した
処分及び被保険者資格の喪失を確認した
処分の取消しを求めるということである。

２　令和２年（厚）第８２号事件
　請求人の再審査請求の趣旨は、令和◯
年◯月◯日付けでされた①利害関係人が
厚年法上の被保険者資格を平成◯年◯月
◯日に取得したことを確認する処分、及
び②利害関係人の平成◯年◯月◯日から
厚年法上の標準報酬月額を◯◯万円と決
定する処分（変更処分）の取消しを求め
るということである。

３　令和２年（厚）第９２号事件



を除き、その使用されるに至った日に被
保険者資格を取得し、当該事業所に使用
されなくなった日の翌日に被保険者資格
を喪失することとなるが、この被保険者
資格の取得及び喪失は、適用事業所の事
業主の届出若しくは被保険者等の請求に
より、又は職権で、厚生労働大臣等がこ
れを確認することによって、その効力を
生ずることとされている（厚年法第６条、
第９条、第１２条、第１３条、第１４条、
第１８条、第２７条及び第３１条）。そし
て、この確認等に関する厚生労働大臣の
権限に係る事務は、機構に委任されてい
る（厚年法第１００条の４第１項第３号、
第７号及び第９号）。　

２　健康保険の適用事業所に使用される者
は被保険者になるが、国民健康保険組合
の事業所に使用される者等は適用除外と
されている（健保法第３条第１項第６
号）。

３　被保険者の標準報酬月額の決定等につ
いて、被保険者資格を取得した者がある
ときは、日、時間、出来高又は請負によっ
て報酬が定められる場合には、被保険者
の資格を取得した月前１月間に当該事業
所で、同様の業務に従事し、かつ、同様
の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平
均した額を報酬月額として、標準報酬月
額を決定することとされ、当該標準報酬
月額は、被保険者資格を取得した月から
その年の８月までの各月において用いら
れる（厚年法第２２条）。

　　定時決定については、被保険者が毎年
７月１日現に使用される事業所において
同日前３月間（その事業所で継続して使
用された期間に限るものとし、かつ、報
酬支払の基礎となった日数が１７日（厚
生労働省令で定める短時間労働者にあっ
ては、１１日）未満である月があるとき
は、その月を除く。）に受けた報酬の総額
をその期間の月数で除して得た額を報酬
月額として、標準報酬月額を決定するこ
ととされ、当該標準報酬月額は、その年
の９月から翌年の８月までの各月におい
て用いられる（厚年法第２１条）。

の厚年法上の標準報酬月額を◯◯万円
と決定する処分（以下「原処分④」と
いう。）

⑸　利害関係人の平成◯年◯月◯日から
の健保法上の標準報酬月額を◯◯万円
と決定する処分（以下「原処分⑤」と
いう。）

⑹　利害関係人の平成◯年◯月◯日から
の厚年法上の標準報酬月額を◯◯万円
と決定する処分（以下「原処分⑥」と
いう。）

⑺　利害関係人が健保法上の被保険者資
格を、平成◯年◯月◯日に喪失したこ
とを確認する処分（以下「原処分⑦」
という。）

⑻　利害関係人が厚年法上の被保険者資
格を、平成◯年◯月◯日に喪失したこ
とを確認する処分（以下「原処分⑧」
という。）

３　請求人は、上記各処分を不服とし、◯
◯厚生局社会保険審査官（以下「審査官」
という。）に対して審査請求をした。

　　審査官は、令和◯年◯月◯日付けで、
利害関係人が◯◯国民健康保険組合の組
合員であることから、健康保険に係る原
処分①、③、⑤、⑦及び利害関係人の平
成◯年◯月◯日からの厚年法上の標準報
酬月額に係る原処分④を取り消し、その
余の審査請求を棄却する旨の決定をし
た。

４　機構は、上記決定に基づき、令和◯年
◯月◯日付けで、利害関係人の平成◯年
◯月◯日からの厚年法上の標準報酬月額
を◯◯万円に変更する旨の処分（以下、

「変更処分」という。）をした。
５　請求人は、原処分②、⑥、⑧及び変更

処分等を不服として、当審査会に対し再
審査請求をした。

第３　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点

１　厚生年金保険の適用事業所に使用され
る７０歳未満の者は、適用除外される者



第５条　乙は、乙の提供する前記表示
の店舗（以下「本店舗」という。）内
において、甲が本◯◯業を行うこと
を認める。

第６条　甲は、本◯◯業を、乙の本屋
号を以って、本店舗内において行う
から、乙の信用保持に留意しなけれ
ばならない。

第７条　甲は、本◯◯業に要する◯◯
椅子、◯◯台、水道、電気、ガス等
の諸設備、什器備品については、乙
が本店舗内に備えているものを使用
するものとする。

第８条　甲は、本◯◯業に要する◯◯、
◯◯、◯◯、◯◯等の用具について
は、甲の所有物を使用するものとす
る。

第９条　乙は、甲の本◯◯業に要する
◯◯、◯◯等の消耗品を提供するも
のとする。

第１０条　甲及び乙は、その協議によ
り、本◯◯業における◯◯、◯◯、
◯◯等のサービス（役務）の種類、
その価格等を定めるものとする。

第１１条　甲及び乙は、本◯◯業にお
ける売上につき、甲にその５３％が、
乙にその４７％がそれぞれ帰属する
ものとする。

第１２条　甲及び乙は、その協議によ
り、本店舗における本◯◯業の営業
日、営業時間等を定めるものとする。

第１３条　甲及び乙は、本◯◯業の促
進のために、ＣＭ、雑誌広告、チラ
シ、サービスチケット等を共同企
画・実施し、甲は乙との協議により
定める右販売促進費の一部を負担す
るものとする。

第１４条　甲又は乙の所有物につき、
滅失、毀損等があった場合において、
相手方に故意又は過失がない限り
は、相手方はその責を負わないもの
とする。

第１５条　甲又は乙は、次の１～４の
各場合には、その行為者に対し、本
契約を解除することができる。

４　本件において、請求人は、平成◯年◯
月◯日から平成◯年◯月◯日までの期間

（以下「本件期間」という。）において、
請求人と利害関係人を含む各◯◯事業者
とは、民法上の組合関係にあるパート
ナーであって、利害関係人は本件事業所
に使用される者ではない旨を主張してい
るのであるから、本件の主たる問題点は、
請求人の当該主張を認めることができる
かどうかである。

第２　当審査会の判断
１　本件記録及び本件手続の全趣旨によれ

ば、前記「事実」欄第３に記載した事実
のほか、次の各事実が認められる。
⑴　請求人は、◯◯業経営等を目的とす

る資本金◯◯◯◯万円の有限会社であ
り、利害関係人は◯◯師の免許を有し
ている。

　　請求人が平成◯年◯月◯日付けで利
害関係人と締結した、◯◯業登録個人
事業主契約書には、次のとおり定めら
れている。

　　Ａを甲とし、ａ社を乙として、甲・
乙両当事者は、次のとおり、◯◯業登
録個人事業主に関する契約（以下「本
件契約」という。）を締結した。
第１条　甲は、乙と本契約を締結し、

専門職である◯◯師として、その
培った技量・能力を充分に発揮し、
乙と共同して行う◯◯業（以下「本
◯◯業」という。）において創意工夫
をこらせるよう◯◯業個人事業主

（以下「スタッフ」という。）の登録
をする。

第２条　乙は、前条の目的達成に資す
るよう甲を支援・助力し、甲が自発
性・創造力を発揮できるように環境
を調えるものとする。

第３条　甲は、本◯◯業を行うにつき、
乙が◯◯事業委託をするｂ店主の下
で、乙に登録する他のスタッフと相
互に協調・互助を図るものとする。

第４条　甲は、乙の屋号であるａ社
（注：空欄）店（以下「本屋号」とい
う。）の呼称で、本◯◯業を行う。



◯◯市◯◯区◯◯　◯−◯−◯（以
下「本件事業所住所」という。）であ
る。

⑵　請求人が平成◯年◯月◯日付けでＢ
（以下「Ｂ」という。）と締結した◯◯
事業委託契約書から必要な部分を摘記
すると、次のとおりである。　

　　Ｂを甲とし、ａ社を乙として、甲・
乙は、次のとおり、◯◯事業委託契約

（以下「本契約」という。）を締結する。
ア　乙は、甲に対し、乙保有のａ社・

ｄ店（以下「本◯◯店」という。）に
おける◯◯事業（以下「本◯◯事業」
という。）を委託し、甲は、本◯◯事
業を行うものとする。

イ　（各業務）甲は、その名義で行う本
◯◯事業の遂行において、次に定め
る業務を行う。
①　本◯◯店運営に関する月次予算

書の作成及び本◯◯店運営に関す
る日報の作成

②　本◯◯店運営に関する現金管理
業務

③　本◯◯店に所属する◯◯師ス
タッフ等の雇用

④　本◯◯店運営に関する人事業務
ウ　（売上帰属率）甲及び乙は、本◯◯

店の◯◯事業における売上につき、
甲及び◯◯師スタッフ等にその
５３％が、乙にその４７％がそれぞ
れ帰属するものとする。

エ　（事業委託料）甲及び◯◯師スタッ
フ等に帰属する本◯◯事業における
売上の５３％は、乙から甲に対する
事業委託料となる。

オ　（◯◯師スタッフ等の給与）甲は、
業務委託料から◯◯師スタッフ等の
給与を支給する。

カ　（営業日等）甲及び乙は、その協議
により、本◯◯店における◯◯◯事
業の営業日、営業時間等を定めるも
のとする。

⑶　平成◯年◯月◯日付けの給与振込明
細表によると、振込（取組）指定日は
◯月◯日、振込依頼人名は◯◯◯◯◯

１　相手方の信用を著しく毀損する
行為をしたとき。

２　相手方に対して著しく損害を与
えるような行為をしたとき。

３　支払不能に至ったとき。
４　その他本契約に違反し、相手方

との信頼関係を破壊したとき。
第１６条　甲又は乙は、相手方の書面

による承諾なしに、本契約の名義を
他に譲渡することができない。

第１７条　甲は、本契約を締結し、◯
◯国民健康保険組合への加入資格を
取得する。

第１８条　本契約期間は、本契約締結
の日より満１ヵ年とする。ただし、
期間満了１ヵ月前までに甲又は乙の
いずれからも解約の意思表示がない
場合は、更に満１ヵ年継続するもの
とする、甲又は乙は、本契約更新の
際、相手方に対し、売上帰属年（第
１１条）並びに販売促進費負担分（第
１３条）の見直しを申し出ることが
できる。その後も、同様とする。

第１９条　期間満了又は解約により本
契約が終了したときは、甲は、速や
かにその所有の動産を本店舗から収
去するものとする。万一これを怠っ
た場合は、乙は、本契約終了の翌日
より１週間経過後、これらを任意に
処分することができる。

第２０条　甲は、本契約中は勿論、契
約終了後も、ａ社・ｂ店及びｃ店の
店主または他のスタッフを引き抜く
一切の行為をしない。

第２１条　甲は、本契約が終了したと
きは、乙の本屋号を使用することが
できず、また、本店舗の半径１キロ
メートル内において、自ら又は他と
共同して◯◯事業を営まず、あるい
は、他に雇用され◯◯師として従事
しないものとする。

第２２条　甲及び乙は、本契約に定め
のない事項については、その協議に
より定めるものとする。なお、本契
約書における本件事業所の住所は、



務付けていること、⑥平成◯年◯月時
点において、本件店舗は店長を含め◯
人のスタッフで運営されていたこと等
が記載されている。

⑹　利害関係人に係る平成◯年の営業・
売上情報によると、売上合計等は下記
のとおりである。

月 営業
日数

休業
日数

時間変更
回数 売上額 他 売上合計

◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯

累計 ◯ ◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯ ◯ ◯◯◯,◯◯◯

２　以上の認定事実に基づいて、本件の問
題点について検討し、判断する。　
⑴　厚生年金保険において、その被保険

者となるのは、厚年法上の適用事業所
に「使用される者」であるが、この「使
用される者」とは、事実上の使用関係
があることをいい、事実上の使用関係
があるか否かは、労務の提供の有無、
その対償としての報酬の支払の有無、
人事労務管理の有無等の実態に照らし
て、個別具体的に判断するのが相当で
ある。

⑵　上記１の事実及び資料の記載によれ
ば、請求人と利害関係人との契約にお
いて、利害関係人は「◯◯業個人事業
主」の登録をするとされているが、本
件店舗には利害関係人ら◯人のスタッ
フ（店長を除く。）がおり、請求人はス
タッフの勤務時間を管理しており、店
舗の売上はスタッフ毎に個別に計上さ
れるのではなく、店舗全体で一括計上
され、売上の５３％について、店長に
よるランク評価と勤務時間に基づき各
スタッフに分配されるのであり、これ
に請求人に帰属する売上（４７％）の
うちから支払われる交通費、各種手当
や報奨金が加算され、月払で給与とし
て支払われていた。Ｂは、請求人との
間で「◯◯業委託契約書」を作成し、

（注：ａ社ｄ店を指すもの）、登録内容
は給与振込とされ、利害関係人に◯◯
万◯◯◯◯円を振込むように依頼され
ている。

⑷　Ｂは、平成◯年◯月◯日（受付）、◯
◯税務署に個人事業の開業届をし、地
方税法第３２１条の４に定める特別徴
収義務者に指定され、請求人の住民税
特別徴収事務担当とされている。

　　利害関係人に係る平成◯年分給与所
得の源泉徴収票によると、給与・賞与
の支払金額は◯◯◯万◯◯◯◯円、源
泉徴収税額は◯◯万◯◯◯◯円であ
る。同年の源泉徴収票は２通が存在
し、１通は、支払者が住所を◯◯市◯
◯町◯−◯−◯−◯とするａ社Ｂであ
り、もう１通は同住所のＢである。

⑸　◯◯監督署の調査官が、本件事業所
における利害関係人の労働者性につい
て調査した結果として作成した、平成
◯年◯月◯日付けの調査結果復命書に
よると、利害関係人は本件事業所にお
いて使用従属関係が認められるため、
労働基準法第９条に定める労働者であ
るとされている。

　　上記復命書には、①請求人は、利害
関係人の勤務するｄ店（以下「本件店
舗」という。）を含め４７店舗を有し、
各店舗で稼働するスタッフの出退勤時
刻をシステム管理していること、②店
舗の１日の売上げの５３％は、当日勤
務したスタッフに帰属し、その支払は、
レジ係に０．２５％が支払われ、残額
を当日勤務したスタッフ数で頭割りし
た金額に対し、店長が行うランク付け
に応じ増減査定された金額が計上さ
れ、月払で支払われること、③事業場
に帰属する売上（４７％）の範囲にお
いて、交通費、ＭＧ手当（月額２万円）、
記帳手当（前月の店舗売上順位に応じ
た日額）、紹介手当、主任チーフ手当

（５０００円）が支払われること、④各
種表彰制度を設け、店舗又はスタッフ
個人に報奨金が支払われること、⑤事
業場は店長にランク連絡書の提出を義



利害関係人は、本件期間において請求
人との間に常用的使用関係があると判
断されるから、利害関係人は、本件期
間中、本件事業所において被保険者資
格を有しているものと認めるのが相当
であり、原処分②、⑧に違法又は不当
な点があるとは認められない。

　　また、標準報酬月額の算出について
も、変更処分及び原処分⑥は正当であ
ると認められる。

３　以上の次第で、原処分②、⑥、⑧は正
当であり、令和元年（厚）第９７２号事
件の再審査請求は理由がないから、棄却
すべきである。

　　なお、請求人は、令和◯年◯月◯日付
けで原処分②、⑥、⑧は職権により取り
消されている旨主張するが、保険者はこ
れを否定しており、上記各処分を職権で
取り消すべき理由はないから、上記主張
は認められない。

４　その余の各事件について判断する。
⑴　令和２年（厚）第８２号事件は、令

和◯年◯月◯日付けでされた①利害関
係人が厚年法上の被保険者資格を平成
◯年◯月◯日に取得したことを確認す
る処分及び②利害関係人の平成◯年◯
月◯日から厚年法上の標準報酬月額を
◯◯万円と決定する処分（変更処分）
を不服の対象とするものである。

　　②の変更処分は、原処分③について
の審査官の取消決定の拘束力に従った
ものであり、変更処分が正当であるこ
とは前記のとおりである。

　　したがって、変更処分についての再
審査請求は理由がないから、棄却すべ
きである。

　　上記①については、原処分②と同内
容のものであり、変更処分を行うにつ
いて記載された事項にすぎないから、
処分に当たらない。したがって、これ
に対する再審査請求は不適法として却
下すべきである。

⑵　令和２年（厚）第９２号事件は、令
和◯年◯月◯日付けでされた利害関係
人の平成◯年９月１日から厚年法上の

税務署に個人事業の開業届をしてお
り、利害関係人に係る給与所得の源泉
徴収票上、給与支払者であり、本件店
舗の売上全体の消費税を自己名義で納
付していたが、利害関係人が契約書を
作成していたのは請求人との間であり、
Ｂとの間に契約関係があったとは認め
られない。これらの事情に照らせば、
利害関係人は、使用者の指揮監督下に
おいて使用されていた者といえ、その
使用者は請求人と認めるのが相当であ
る。利害関係人が、◯◯国民健康保険
組合の被保険者資格を取得していたこ
とは、この認定を妨げるものではない。

⑶　被保険者資格を取得時の標準報酬月
額の決定等について、日、時間、出来
高又は請負によって報酬が定められる
場合には、被保険者の資格を取得した
月前１月間に当該事業所で、同様の業
務に従事し、かつ、同様の報酬を受け
る者が受けた報酬の額を平均した額を
報酬月額として、標準報酬月額を決定
することとされているところ、利害関
係人の平成◯年◯月の売上額は◯◯万
◯◯◯◯円であるので、当該売上額す
なわち給与額から利害関係人の標準報
酬月額は◯◯万円となる。

　　次に、利害関係人に係る平成◯年◯
月からの標準報酬月額の定時決定につ
いては、同年の４月から６月までに支
給した報酬総額を月数で除して算出す
るとされているところ、利害関係人の
報酬は、売上を月末に締めて翌月◯日
に給与として支給しているため、同年
３月から５月の給与額をもって算出す
ることになる。給与額は、それぞれ◯
◯万◯◯◯◯◯円、◯◯万◯◯◯◯
円、◯◯万◯◯◯◯円、合計◯◯◯万
◯◯◯◯円であり、各月とも算定基礎
日数が１７日以上であるので、当該合
計額を３月で除して得た◯◯万◯◯◯
◯円が報酬額となり、利害関係人の平
成◯年９月からの標準報酬月額は◯◯
万円となる。

⑷　以上で検討したところからすれば、



標準報酬月額を◯◯万円と決定する処
分を不服の対象とするものである。

　　しかし、当該標準報酬月額の決定は、
原処分⑥として既に行われており、そ
の後変更されたとはうかがわれず、請
求人の主張する処分は、保険者が変更
処分を行うについて事務処理上付随し
て行った通知にすぎないものと認めら
れる。したがって、請求人が不服の対
象とするものは、処分に当たらないか
ら、これに対する再審査請求は不適法
として却下すべきである。

⑶　令和２年（厚）第１０２号事件は、
令和◯年◯月◯日付けでされた利害関
係人の厚年法上の被保険者資格を平成
◯年◯月◯日に喪失したことを確認す
る処分を不服の対象とするものである。

　　しかし、同内容の確認処分は、既に
原処分⑧として行われており、これが
その後変更されたとはうかがわれず、
請求人の主張する処分は、⑵と同じく
保険者が変更処分を行うについて事務
処理上付随して行った通知にすぎない
ものと認められる。したがって、請求
人が不服の対象とするものは、処分に
当たらないから、これに対する再審査
請求は不適法として却下すべきである。

⑷　なお、請求人は、各再審査請求にお
いて、審査官の決定を不服の対象とし
ているが、審査官の決定は再審査請求
の対象とならないので判断を要しない。

　よって、主文のとおり裁決する。




